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平成２３年諮問第８０号

会文化審弛議

“著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３３条の２第２項の規定に基

づき，平成２３年度使用教科用拡大図書に著作物を複製する場合の補償

金の額を次のとおり定めることとしたいので，同法第７１条の規定によ

り諮問します。

文化庁長官近
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平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金額（案）

Ｉ言語の著作物

教科用図書に掲載された言語の著作物を著作権法第33条の2第２項の教科用拡大図書に複製する場合の補
償金の額は、小学校、中学校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、当該著作物の種類
に応じ、以下の表のとおりとする。

小学精用（単位：円）

種類

第一種 ヨ内

国外

第二種 国内

国外一

第三種 国璽一一一
国外

第四種 国内

国外

補償金の額

_…_－Z,６６５
7.300

5,040

4,800

3,045

２，９００

７３５
－－－．－毎卓和幸一一

７００

高等堂持用．（単位：円）

種類

第一種

第二種

第三種

第四種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内
国外

補償金の額

’７，３５０

7,000

4,935

４，７００

2．９４０

2,800

735

７００

中堂持用．（単位：円）

種類

第一種 国内

国外

第二種

識
第三種 国内

国外

第四種 国内

国外．

補償金の額

7．１４０

6,800

4.725

４．５００
－

…_』2,835
２，７００

６３０
－ｍＵ■●UU⑧U－■幽一＝ー■卿画？■

6００

備考

１「国内」柵の額は、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する
著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」柵の額は、それ以外の場合に適用するものとする。

、２第一種とは、教科用拡大図書に複製された分量が400宇詰原稿用紙21枚以上（外国語の場合にあっては、1,500ワード以上）に相当す
る著作物をいう。

３．第二種とは､'詩及び教科用拡大図書に複製された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下（外国語の場合にあっては、1,000ワード
以上1,500ワード未満）に相当する著作物をいう。

・４第三種とは、教科用拡大図書に複製された分量が400宇詰原稿用紙10枚以下（外国語の場合にあっては、1,000ワード未満）に相当す
る著作物をいう。

５．第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。
６国語文をローマ字により複製する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。
７翻訳され又は翻案された著作物を教科用拡大図書に複製する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存す
る場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する
額とする。

Ⅱ音楽の著作物

教科用図書に掲載された音楽の著作物を教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、小学校、中学
校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、歌詞又は楽曲毎に以下の表のとおりとする。

小学校用（単位：円）小学校用 (単位二円）中学校用中堂ｫ方田（単付言円）

補償金
の額

国内

国外

945

900
補償金
の額

国内

国外

1,050

1，０００

高等学持用（単位：円）

補償金 国内 1.050

の額 国外 1,000

備考

１「国内」柵の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場
合に適用するものとする。「国外」柵の額は、それ以外の場合に適用するものとする。

－２－
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備考

１「国内」柵の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場
合に適用するものとする。「国外」柵の額は、それ以外の場合に適用するものとする。

２「１ページ大」とは、一の著作物を２分の１ページを超え、１ページ以内の大きさで複製する場合をいし、、「２分の１ページ大」と
は、一の著作物を４分の１ページを超え、２分の１ページ以内の大きさで複製する場合をいい、「４分の１ページ大以内」とは、一の
著作物を４分の１ページ以内の大きさで複製する場合をいう。

３写真の著作物において美術の著作物が複製されている場合に当該写真の著作物を教科用拡大図書に複製するときの補償金の額は、当
該写真の著作物の著作権及び当該美術の著作物の著作権が共に存する場合には、当該写真の著作物及び当該美術の著作物のそれぞれに
ついて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。，

句

Ⅲ美術の著作物・写真の著作物

教科用図書に掲載された美術の著作物又は写真の著作物を教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額
は、小学校、中学校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、当該著作物の利用の態様に
応じ、以下の表めとおりとする。

Ⅳその他の著作物

言語の著作物、音楽の著作物、発行された美術の著作物及び発行された写真の著作物以外の著作物を教
科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、教科書等掲載補償金の額の２分の１の額の範囲内において
当該著作物を教科用拡大図書に複製する者及び当該著作物の著作権者が協議して定める額とする。

｡、

3１５

3００

1．１５５

高等学椿用（単位：円）

唾

－３－

/I､学梼用（単位宮円） 中挙林用（単位：円）

大きさ

１ページ

大

1/2ページ

大

1/4ペーージ
大以内

国内
ﾛ■由自由■■＊■ｍＵＵＵＵＵＵ＝面h－章－“一一

国外

国内＝
国外

国内
国外

補償金の額

_……１，１５５
１，１００

630

600

３１５

３００

大きさ

１ページ

大

l/2ページ

犬

l/4ページ
大以内

一幽
酔

国内

国外

国内

国外

補償金の額

１，１５５

1,1匹

630

600

大きさ．

１ページ

大

l/2ページ

大

l/4ページ

大以内

ヨ内

国外

国内

国外

国陶L・一
国外

補償金の額

1,100

630

600

315

300



平成23年度使用教科用拡大図害複製補償金について

１．平成23年度使用教科用拡大図害複製補償金の算出方法について

平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金の額については、別添「教科用

拡大図書の補償金の定め方について（平成16年１月１４日文化審議会著作権分科

会決定)ｊの考え方に基づいて算出する。

２．平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金額について

上記教科用拡大図書の補償金の定め方に基づき算定する。

額は「平成23年度教科用拡大図書複製補償金額（案)」参照

－４－

具体的な補償金

●

寸



発行部数

●

平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金額の算出方法

I

少部数推定額／２

－５－

少部数推定額＝１万部未満の額一＠万部未満の額－１万部未満の額）’
１－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一弓－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一１

【言言吾の著作物】（小学校用）

1万部以上’

2万部未満

3,045
.ｰ~~て~~ー~~~．

，．2,900

（

Ｆ

５/産-１

1万部未満

少部数推定額

(100部相当） 5/3＜-Ｉ

↓
血 基準｛-2,300

7/3帳望2,400

【音楽の著作物】（小学校用）

2,520

2,400

【国内は消費税相当額を加算】【単位：円Ｉ【国外の１０円の位を四捨五入】

3/1帳二

H23年度教科書補償金(案）

｡

【美術・写真の著作物】（小学校用）

l/産-｛

種類

内
一
外

国
一
国

補償金

の額

↓
、-500

-1,800

↓
皿 基準

Ｉ

H23年度

拡大教科書

補償金(案）

1,050

1,000

5,800

種類

発行部数

l夢一大

1/２，－

大

1/４９一

大以内

国内

国外

国内

国外

国内

国外

H23年度教科書補償金(案）

１万部未満

4,200

4,000

2，１００

2,000

1,260

1,200

１万部以上

２万部未満

6,090

5,800

3,045

2,900

1,785

1,700

少部数推定額

(100部相当）

2,200

Ｈ２３年度

拡大教科書

補償金(案）

7ｺ665

7,300

5,040

4,800

3,045

2,900

735

７００

H23年度

拡大教科沓

補償金(案〉

1,155

1,100

630

600

3１５

300

少部数推定額

(100部相当）

1,900

が
H23年度教科書補償金(案）

1万部未満

1万部以上

2万部未満

第１種

第２種

第３種

第４種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内

21,315

20,300

14,175

13,500

8,505

8．１００

1,995

27,300

26,000

１８乳165

17,300

10,920

10,400

2,520

国外 1.,900



-500

可

平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金額の算出方法

ﾛ I

少部数推定額／２

【美術・写真の著作物】（中学校用）

■Ｉ

少部』錐定額=二'力部未満の額一(2万部未満の額-1万部未満の詞’
'--__皇________________________一_______________________________------------------,

【言語の著作物】（中学校用）

－６－

【国内は消費税相当額を加算】【単位：円】【国外の１０円の位を四捨五入】

5/渋-ｉ

国内

国外

5/3＜-Ｉ

↓
”--2,200 基準｛

7/3帳=

【音楽の著作物】（中学校用）

H23年度教科書補償金(案)|｜

榊撫’
－３劉一鞭）

3,800,5,5001

発行部数

（

〈
》
ン”

大

』
少部数推定額

(100部相当）

一う

I/２

空

1/４つ一

大以内

l/2隻-１

種類

3/1帳二

内
一
外

国
一
国

１，９９５１２，９４０１
一一一一一一一一一一一一Ｌ一一一一－一一一一一一,

1,90012,8001

1,15511,7851
-－一一一一一一一一一一レーーーーー一一一一一一．

１，１００１1,700

l多一大 回
１

1万部未満

-1,700 基準-１

↓
皿

内
一
外

国
一
国

1,800

Ｈ23年度

拡大教科書

補償金(案）

945

900

少部数推定額

(100部相当）

5,400

発行部数

種類

補償金

の額

国内

国外

H23年度教科書補償金(案）

1万部未満

2,415

2,300

１万部以上

２万部未満

2,940

2,800

少部数推定額

(100部相当）

2,100

第１種

第２種

第３種

第４種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内

国外

H23年度教科書補償金(案）

1万部未満

19,950

19,000

13,335

12,700

7,980

7,600

1,890

1,800

1万部以上

2万部未満

25,725

24,500

17,115

16,300

10,290

9,800

2,415

2,300

Ｈ23年度

拡大教科書

補償金(案）

7,140

6,800

4,725

4,500

2,835

2,700

630

600

Ｈ23年度

拡大教科書

補償金(案）

1,155

1,100

630

600

３１５

300



1万部未満

回

平成23年度使用教科用拡大図書複製補償金額の算出方法

拡大教科書補償金=少部数催定額//２

少部数推定額＝１万部未満の額一(i2万部未満の額－１万部未満の詞’
０－－－一二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一〒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一１

【言語の著作物】（高等学校用）

内
一
外

国
一
国 Ｉ

5/塞一ｉ

3/1帳竺

5/3＜-｛

一う

1/２
１

基準-Ｉ-2,200

7/3帳-』

I音楽の著作物】（高等学校用）

一シ

l/２

－７－

発行部数 H２３年度教科書補償金(案）

【国内は消費税相当額を加算】【単位：円】【国外の１０円の位を四捨五入】

1万部以上｛

2万部未満Ｉ

・3,045

2,900、

句

種類

1/2く-１Ｉ

補償金

の額

2,520

2,400

-1,600

-500

【美術・写真の著作物】（高等学校用）

－シ

1/２ 基準-ｉ

少部数推定額

(100部相当）

2，１００

少部数推定額

(100部相当）

1,900

H23年度

拡大教科書

補償金(案）

1,050

1,000

少部数推定額

(１００部相当）

5,600

Ｈ23年度

拡大教科書

補償金(案）

１，１５５

1,100

630

600

３１５

300

種類

発行部数

1夢~大

《
》
ン

一

ｍ
大

1/４夢一

大以内

国内

国外

国内

国外

国内

国外

Ｈ23年度教科書補償金(案）

１万部未満

3,885

3,700

1,995

1,900

1.155

1，１００

１万部以上

２万部未満

5,565

5,300

2,835

2,700

1,680

1,600

第１種

第２種

第３種

第４種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内

国外

H23年度教科書補償金(案）

1万部未満

20,475

19,500

13動650

13,000

8，１９０

7.800

1,890

1,800

１万部以上

２万部未満

26,250

25,000

17,535

16,700

10,500

10,000

2,415

2,300

H23年度

拡大教科書

補償金(案）

7,350

7,000

4,935

4,700

2,940

2,800

’７３５

７００



著作権法第３３条第２項の教科書補償金の算出方法に準拠して定める。

毛

(別添）

教科用拡大図害の補償金の定め方について

平成１６年１月１４日

文化審議会著作権分科.会決定

平成１５年６月１２日に成立した改正著作権法において、教科用拡大図書（以下、「拡大教科

書」という｡）の作成を権利者に許諾を得ることなく行うことができることとされ、､営利を目的

として拡大教科書を作成する場合には、文化庁長官が毎年定める補償金を著作権者に支払うこと

が義務付けられた。（平成１６年１月１日施行）

このため、拡大教科書の補償金を定める必要があり、この補償金の定め方に関する考え方を示

す。．

１．基本的な考え方について

（１）通常の教科書に比べ発行部数が極めて少ないことを考慮する。

2．補償金の額の算出方法について

（１）通常の教科書に比べ発行部数が極めて少ないことを考慮する。

福祉を目的と,した特殊性を考慮する。１
１

２
３

く
く

①拡大教科書は、通常の教科書と比べると発行部数が１００部程度と少ないことから、現行の

教科書補償金を基に少部数（100部程度）発行した場合の額を推定することとする。

②拡大教‘科書の利用実態をかんがみ、発行部数による区分は設けないこととする。

動

（２）福祉を目的とした特殊性を考慮する。

①現行の教科書補償金は、権利者への最低補償として発行部数を１万部未満の額と定めてお

り、これを基準にして発行部数毎に一定割合の額を加算した段階的な体系としている｡､．

②「言語の著作物」は「第３種」の額、「美術。写真の著作物」は「１ページ大」の額を卿基

準とし、一定の割合を乗じて他の「種類｣、「大きさ」にづいて算出している。

公共交通機関等では、障害者福祉法に基づき身体にハンディを負った者に対し割引制度を

実施しており、拡大教科書の作成にあたって利用される著作物の補償金においても、弱視の

児童。生徒のために作成される教科書といった､福祉を目的とした性質を十分に考慮すると、

上述の100部相当の額の２分の１の額とすることが適当である。

【福祉割引の参考例】

－８－

５割

３割７分

1割

鉄道、バス、船舶の運賃等、高速道路の通行料、公共施設入場料、他

航空機運賃
一一生=一一一一一一-..－－一一一一一一＝一一一－＝B画■－－一一一一ｰ富

■■一一一一一一一一一一一一一戸一一一一一一一■■■一■■－－一一一ーｰーｰー一一‐一■■■B■■一一ーーーー一■ー一ー一＝一ーーーーー一寺

タクシー運賃



中学校用

＆

教科用拡大図書複製補償金額比較表

言語の著作物Ｉ

０

中学椿用．(単位憲円）

（単位：円）

小堂持田 （単位ｆ円）

、

高等学校用

（単位二円）

ロ

111

１０

Ⅱ

ロ

中学校用

、

(単位：円）

H１

小学校用

、

宮竺堂持田 （単位：円）

‐
１
１
１
＃
可
１
１
１
１
４
１

(単位二円）

音楽の著作物

高等学校用

(単位：円）小学校用

－９－

｡

０

(単位：円）

種類

第一･種

第二種

第三:種

第四種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内

国外

平成22年度

７，３５０

7,000

４，９３５
貼自“と鉛。“■Ｑ函ｊ０ＵＯＤＯＯーＷＵ詞寂一菌自００自由＝凸■■■■ー画

４，７００
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2,800

７３５

700

平成23年度
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2,800
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変動額
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種類

第一一種

第二種

第逗種

第四種

国内

国外

国内

国外

国内

国外

国内

国外

平成22年度

７，１４０

６，８００

４，７２５
戸~･ー‐、

４，５００

…２，理§
２，７００

630

６００

平成23年度

7,140

6,800

・４，７２５
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４，５００
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p■…ー詞勺UO■一■岬０，０Ｍ両一一

２，７００
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６００

変動額

０
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０
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補償金

の額

国内

国外

平成22年度

１，０５０

１，０００

平成23年度

…詞,._._….､-1,050
１，０００

変動額

０
－
０

種類

第一一種

第三種

第三種

第四種

国内；

国外
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国璽
国外
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国外

平成22年度

７，１４０

６，８００
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５００

３１５
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２１０
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１００

補償金

の額
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９４５
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1.050

１，０００

_…一~_辿里Ｉ
１００
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補償金

の額

国内

国外

９４５
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945

900

平成22年度 平成23年度 変動額
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Ⅲ美術の著作物。写真の著作物

111

1１

、

中堂ｵ寺田 （単位：円）

、

/１，堂持田 （単位身円）

大

(単位：円）中学校用

－１０－

、

、国外

111

宮竺堂持田．（単位：円）

iii

高等学校用

大きさ

１ページ

大

1/2ページ

大

1/4ページ

大以内

国内

国外

国内

国外

国内

国外

平成22年度

1,155

１，１００
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６００
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大きさ

１ページ

大

1/2ページ
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国外

平成22年度

１，１５５

１，１００
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300

平成23年度
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０

０

０
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大きさ

１ページ

大

1/2ページ

大

1/4ページ

大以内

国内

国外
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国外

平成22年度

1．１５５
降門雨●■＝ー一一

１，１００

６３０

600

315

300

平成23年度

１，１５５

1,100

６３０

６００

３１５■

００

変動額

０

０
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a

教科用拡大図書複製補償金関係規定

○著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）（抄）

（教科用拡大図書等の作成のための複製等）

第三十三条の二教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他

の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は

生徒の学習の用に供するため､当該教科用図書に用いられている文字、図形等

の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式に

より複製することができる。

２前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製す

るものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製

するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。）を作成

しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知す

るとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあって

は、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補

償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

３文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

４障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する

法律（平成二十年法律第八十一号）第五条第一項又は第二項の規定により教科

用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のた

めに必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

（文化審議会への諮問）

第七十一条文化庁長官は、第三十三条第二項（同条第四項において準用する場

合を含む｡)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十七条の二第
四項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化

審議会に諮問しなければならない。

－１１－


